
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケロちゃん通信 
～山形県消費生活センターニュース～ 

2026年 

５月号 

 契約や悪質商法等のトラブル、製品・食品やサービスによる事故など、

困った時は一人で悩まず、消費者ホットライン１８８番（局番なし３桁）

をご利用ください。身近な消費生活相談窓口をご案内いたします。相談は

無料で秘密は守られます。※通話料金は相談者負担となります。 

◆スマートフォンやパソコンからウェブフォームによる相談 

受付もできます。受付は右記の二次元コードからどうぞ。⇒ 

5 月は「消費者月間」 

「困った…」「もう、泣き寝入り…」  
あきらめる前に、「そうだ、相談しよう！」 

 

インターネットは便利だな～。家にいながら買い物

できるし、商品やサービスに関する情報が簡単に手

に入れられるよ。 

便利な反面、新たな消費者トラブルも多いケロ！ 

ネット広告の仕組みやリスクを理解して、情報の正確さ

を見極める“消費者力”を高めていくことが重要だケロ！ 

エシカル（倫理的）で賢い消費生活の知識を得るため、 

消費生活センターの「出前講座」を活用してほしいケロ！ 

今年の全国統一テーマ 

「見える情報 見えない仕組み 

～AI 時代の消費者力を高めるために～」 

消費者庁 消費者ホット
ライン 188 イメージキャ
ラクター イヤヤン 

５月 18 日は消費者ホットライン「188（いやや！）」の日 

出前講座の申込み・問合わせ先 

山形県消費生活・地域安全課 電話 023-630-3237 

ケロちゃんファミリー 
「まもるくん」 

山形県消費生活センター 
「ケロちゃん」 

消費者月間について詳
しくは消費者庁ホーム
ページをご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 山形県消費生活センター
〒990-8570  

山形市松波２-8-1（山形県庁２階） 

《相談受付》月曜～金曜 9：00～17：00 

《電話番号》023-624-0999 

ホームページはこちらから→ 

弁護士が無料でアドバイスします。 

事前予約が必要ですので、右記まで電話で 

お問合せください。 

● ５月 13日 （水) 

● ６月 10日 (水) 

午後 2時 30分 

～午後 4時 30分 

5月・６月の消費生活法律相談日 

@yamagata_shohi 山形県消費生活セ 
ンター「ケロちゃん」 

@589voosg 

公式ＳＮＳ  
ぜひフォローしてケロ！ 

県消費生活センターでは、公式 SNS を開設し、消費者トラブルに関する注意喚起

や啓発イベントなど、幅広い世代に役立つ情報をタイムリーに発信しています。ぜひ

フォローや友達登録をして、安全安心な毎日を過ごしましょう。 

消費生活センターと地域を結ぶパイプ役として、消費生活に

関する情報を身近な人や地域・団体に伝えたり、地域の消費者

被害などの情報を提供していただくボランティアです。 

消費者問題に関心があり、18 歳以上で県内で活動できる個

人・団体であればどなたでもご応募いただけます。 

一人暮らしの高齢者への「声かけ」や「見守り」など、自分

にできる範囲で無理のない活動をお願いしています。ぜひご応

募ください。 

申込み・問合わせ 

山形県消費生活・地域安全課 

電話 023-630-3237（出前講座も随時受付中！） 

 

エックス 

 

フェイスブック インスタグラム ライン 

「ＬＩＮＥ」 「Facebook」 「Ｉｎｓｔａｇｒａｍ」 「旧 Twitter」 

サポーターの方には
「注意喚起情報」など 
タイムリーな情報が届
くケロ！ 


